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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１）カチオン界面活性剤と、２）イソステアリン酸オクチルドデシルと、３）アミノ変性
シリコーンと、４）ペンタエリスリトールテトライソオクタネートとを含有する毛髪用の
トリートメント化粧料であって、
化粧料全量に対し、前記１）カチオン界面活性剤を１～１０質量％、前記２）イソステア
リン酸オクチルドデシルを０．１～５質量％、前記３）アミノ変性シリコーンを０．５～
３質量％含有し、前記４）ペンタエリスリトールテトライソオクタネートを前記２）イソ
ステアリン酸オクチルドデシルの等質量倍乃至は４質量倍含有することを特徴とする、毛
髪用のトリートメント化粧料。
【請求項２】
前記カチオン界面活性剤が、アルキルトリメチルアンモニウムの塩であることを特徴とす
る、請求項１に記載の毛髪用のトリートメント化粧料。
【請求項３】
前記カチオン界面活性剤が、塩化アルキルトリメチルアンモニウムであることを特徴とす
る、請求項１又は２に記載の毛髪用のトリートメント化粧料。
【請求項４】
前記アミノ変性シリコーンが、アミノプロピルジメチコンであることを特徴とする、請求
項１～３の何れか１項に記載の毛髪用のトリートメント化粧料。
【請求項５】
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使用形態がリンスである、請求項１～４の何れか１項に記載の毛髪用のトリートメント化
粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、化粧料に関し、更に詳細には、毛髪用のトリートメント化粧料に好適な化粧料
に関する。
【背景技術】
【０００２】
毛髪のケアに於いて、毛髪をシャンプーなどで洗浄した後、４級アンモニウム塩を含有す
るトリートメント化粧料を用いて「リンス」処理することは、今では日常的な習慣となっ
ていると言われている。４級アンモニウム塩（カチオン界面活性剤）を含有するトリート
メント化粧料で「リンス」処理することにより、毛髪の損傷部に該４級アンモニウム塩が
吸着し、損傷により障害を受けた毛髪バリア機能が補完されるとともに、毛髪の外側に向
いたアルキル基の作用により、毛髪の摩擦係数を低下せしめ、梳る処置により、毛髪が損
傷を受ける、或いは、受けた損傷を増悪するのを抑制することができると言われている。
又、この様なトリートメント化粧料にシリコーンを含有させることにより、毛髪の摩擦係
数をより低下させることができ、且つ、シリコーンの光学効果により、毛髪をつややかに
見せることができるとも言われている。この様なトリートメント化粧料に於いて、重要な
ことは、如何に必要量のカチオン界面活性剤を毛髪に吸着させるかということである。こ
れはこの様なトリートメント化粧料の使用態様が、毛髪に手指で延展した後洗い流す、乃
至は、トリートメント化粧料をお湯で希釈し、これを毛髪に注ぎかけた後、温水で洗い流
す等のように、その処置方法に洗い流し行為が伴うため、必要量のカチオン界面活性剤を
毛髪に保持できない場合が少なくないためである。言い換えれば、必要量のカチオン界面
活性剤を、「リンス」処置により、毛髪に保持せしめる技術の開発が望まれていたと言え
る。
【０００３】
一方、イソステアリン酸オクチルドデシルは保水性を有する油性成分として知られており
、皮膚化粧料への配合も既に公知である（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３
、特許文献４を参照）。又、シリコーンの内、アミノプロピルシリコーンについても、毛
髪化粧料に含有させる技術は既に知られている（例えば、特許文献５、特許文献６を参照
）しかしながら、イソステアリン酸オクチルドデシルとカチオン界面活性剤を含有する毛
髪化粧料は全く知られていないし、かかる成分が、カチオン界面活性剤の毛髪への吸着を
効率的にする作用を有することも全く知られていない。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２０６５７３号公報
【特許文献２】特開２００４－２２４７２２号公報
【特許文献３】特開２００４－０５１５８６号公報
【特許文献４】特開２００１－１８１１３０号公報
【特許文献５】特開２００５－２１３１６３号公報
【特許文献６】特開２００４－６７５８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、この様な状況下為されたものであり、必要量のカチオン界面活性剤を、「リン
ス」処置により、毛髪に保持せしめる技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
この様な状況に鑑みて、本発明者らは、必要量のカチオン界面活性剤を、「リンス」処置
により、毛髪に保持せしめる技術を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、イソステアリン
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酸オクチルドデシルを含有せしめることにより、カチオン界面活性剤の毛髪への保持を向
上できることを見いだし、発明を完成させるに至った。即ち、本発明は以下に示すとおり
である。
（１）１）カチオン界面活性剤と、２）イソステアリン酸オクチルドデシルと、３）アミ
ノ変性シリコーンと、４）ペンタエリスリトールテトライソオクタネートとを含有する毛
髪用のトリートメント化粧料であって、
化粧料全量に対し、前記１）カチオン界面活性剤を１～１０質量％、前記２）イソステア
リン酸オクチルドデシルを０．１～５質量％、前記３）アミノ変性シリコーンを０．５～
３質量％含有し、前記４）ペンタエリスリトールテトライソオクタネートを前記２）イソ
ステアリン酸オクチルドデシルの等質量倍乃至は４質量倍含有することを特徴とする、毛
髪用のトリートメント化粧料。
（２）前記カチオン界面活性剤が、アルキルトリメチルアンモニウムであることを特徴と
する、（１）に記載の毛髪用のトリートメント化粧料。
（３）前記カチオン界面活性剤が、塩化アルキルトリメチルアンモニウムであることを特
徴とする、（１）又は（２）に記載の毛髪用のトリートメント化粧料。
（４）前記アミノ変性シリコーンが、アミノプロピルジメチコンであることを特徴とする
、（１）～（３）に記載の毛髪用のトリートメント化粧料。
（５）使用形態がリンスである、（１）～（４）に記載の毛髪用のトリートメント化粧料
。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、必要量のカチオン界面活性剤を、「リンス」処置により、毛髪に保持せ
しめる技術を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
（１）本発明のトリートメント化粧料の必須成分であるカチオン界面活性剤
本発明のトリートメント化粧料は、毛髪用であって、カチオン界面活性剤を含有すること
を特徴とする。カチオン界面活性剤とは、２乃至は３個の炭素数１～４の短炭素鎖のアル
キル基と、１乃至は２個の炭素数１２～２４の長炭素鎖のアルキル基乃至はアルケニル基
とを有する４級アンモニウム塩であり、該塩としては塩化物などハロゲン化塩が好ましく
例示できる。具体的には、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ミリスチルトリメ
チルアンモニウム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアン
モニウム、塩化オレイルトリメチルアンモニウム等の一鎖型のものや、塩化ジメチルジラ
ウリルアンモニウム、塩化ジメチルジミリスチルアンモニウム、塩化ジメチルジセチルア
ンモニウム、塩化ジメチルジステアリルアンモニウム、塩化ジメチルジオレイルアンモニ
ウムなどが好ましく例示できる。これらは何れも使用可能である。これらは単独で使用す
ることもできるし、二種以上を組み合わせて使用することもできる。これらの中で特に好
ましいものは、塩化アルキルトリメチルアンモニウム類であり、特に塩化ステアリルトリ
メチルアンモニウムを含む形態が好ましい。これは適当量が適切に毛髪に保持されるため
である。本発明のトリートメント化粧料に於いては、かかる成分は、「リンス」処置、即
ち、過剰な化粧料を投与し、しかる後に水洗などにより過剰分の化粧料を洗い流す処置に
際して、毛髪の損傷部に吸着し、損傷部の保護と、摩擦係数を低下せしめ、毛髪が摩擦に
より、損傷部の損傷を広げるのを防ぐ作用を有する。この様な作用を発現するためには、
かかる成分を、化粧料全量に対し、総量で、１～１０質量％含有することが好ましく、よ
り好ましくは１．５～５質量％である。
【０００９】
（２）本発明のトリートメント化粧料の必須成分であるイソステアリン酸オクチルドデシ
ル
本発明のトリートメント化粧料は、毛髪用であって、イソステアリン酸オクチルドデシル
を含有することを特徴とする。イソステアリン酸オクチルドデシルは、イソステアリン酸
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に塩化チオニルなどのハロゲン化試薬を反応させて酸ハロゲン化物へと誘導し、アルカリ
存在下、オクチルドデカノールと反応させることにより、製造することができる。又、か
かる成分は化粧料原料として市販されており、この様な市販品を購入し利用することもで
きる。好ましい市販品としては、進栄化学株式会社製の「Ｉ．Ｓ．Ｏ．Ｄ．」が特に好ま
しく例示できる。かかる成分は、前記カチオン界面活性剤の毛髪損傷部への吸着を助け、
「リンス」処置により、過剰分ではない、必要分のカチオン界面活性剤が流出するのを抑
制する作用を有する。又、このもの自体が毛髪表面に延展され、毛髄からの水分散逸を防
ぐと同時に、毛髪表面の摩擦係数を低下させ、梳りにより、毛髪が損傷されたり、毛髪の
損傷部位が更に広がるのを防ぐ作用を有する。この様な作用を発現するためには、イソス
テアリン酸オクチルドデシルは、化粧料全量に対して、０．１～５質量％、より好ましく
は、０．５～３質量％含有することが好ましい。少なすぎると前記効果を奏さない場合が
存し、多すぎると、過剰に毛髪上の残存し、過剰なカチオン界面活性剤まで包含する場合
が存する。
【００１０】
（３）本発明のトリートメント化粧料
本発明のトリートメント化粧料は、前記必須成分を含有し、毛髪用であることを特徴とす
る。本発明のトリートメント化粧料に於いて、前記成分以外に通常化粧料で使用される任
意成分を含有することができる。本発明の皮膚外用剤においては、かかる成分以外に、通
常皮膚外用剤で使用される任意成分を含有することが出来る。この様な任意成分としては
、例えば、マカデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、
ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン
、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナ
ウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル
、ワックス類；流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、
セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソ
ステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウ
ンデシレン酸等の高級脂肪酸類；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステア
リルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、
セトステアリルアルコール等の高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸
イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、ペンタエリスリトールテトライソオク
タネート、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル
、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリ
ン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エ
チルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリ
イソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリ
トリット等のイソステアリン酸オクチルドデシルではない合成エステル油類；ジメチルポ
リシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリ
シロキサン；オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン
、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロ
キサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポ
リシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類；イミダゾリン系両性
界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチ
ロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン
、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタン脂肪酸
エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリ
ン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類
（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキ
ルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モ
ノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（
ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－
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グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコー
ルモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オ
クチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニ
ルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯ
Ｐ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ
油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキル
グルコシド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－
ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プ
ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、
１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１
，２－オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸
、乳酸ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオ
リン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アル
ミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化
鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類；表面を
処理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類；レー
キ化されていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０
４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１
３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０
４号等の有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガ
ノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；ア
ントラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収剤；ベン
ゾフェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オク
チルフェニル）ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタ
ン等の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタミン
Ａ又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジ
オクタノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘
導体等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール
、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、
パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌剤
などが好ましく例示できる。
【００１１】
これらの成分の内、特に好ましいものはシリコーンであり、特に、ジメチコン乃至はアミ
ノ変性ジメチコンが好ましく、中でも、アミノ変性ジメチコンを含有する形態が特に好ま
しい。アミノ変性ジメチコンとは、ジメチコンの骨格にアミノ基を有するアルキル基を導
入した形のシリコーンであって、アミノ基を有するアルキル基としては、アミノエチル基
、アミノプロピル基、アミノブチル基などの炭素数２乃至４のアミノアルキル基が好まし
く、中でもアミノプロピル基が特に好ましい。即ち、アミノプロピルジメチコンを含有す
ることが好ましい。かかるアミノプロピルジメチコンには市販品が存し、かかる市販品を
購入して使用することができる。この様な市販品としては、例えば、信越化学株式会社製
の「シリコーンＫＦ８０１７」が好ましく例示できる。かかる成分は、毛髪上の摩擦係数
を低下させるのに有用であるためである。この様な効果を奏するためには、トリートメン
ト化粧料全量に対して、かかるアミノ変性ジメチコンから選ばれる１種乃至は２種以上を
０．５～３質量％含有させることが好ましく、より好ましくは１～２質量％である。かか
るアミノ変性ジメチコンに加えて、ジメチコンを３～５質量％含有させることは、更に好
ましい。
【００１２】
又、前記イソステアリン酸オクチルドデシルを均一に、毛髪上に延展させる為に、ペンタ
エリスリトールテトライソオクタネートを、イソステアリン酸オクチルドデシルの等質量
倍乃至は４質量倍含有させることも好ましい。ペンタエリスリトールテトライソオクタネ
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ートは、コグニスジャパン株式会社より、「セチオールＰＥＥＨ－４」の名称で販売され
ているものを使用することができる。
【００１３】
本発明のトリートメント化粧料は、前記の成分を常法に従って処理することにより、製造
することができる。
【００１４】
以下に、実施例をあげて、本発明について更に詳細に説明を加えるが、本発明が、かかる
実施例にのみ限定されないことは言うまでもない。
【実施例１】
【００１５】
以下に示す処方に従って、本発明の毛髪用のトリートメント化粧料である、トリートメン
ト化粧料１を製造した。即ち、イ、ロを８０℃に加温し、攪拌下イに徐々にロを加え、攪
拌冷却してトリートメント化粧料１を得た。同様に操作して、「Ｉ．Ｓ．Ｏ．Ｄ」を「セ
チオールＰＥＥＨ－４」に置換した比較例１、ジメチコンに置換した比較例２も作成した
。
【００１６】
【表１】

【００１７】
＜試験例１＞
トリートメント化粧料１、比較例１及び比較例２について、毛髪に対する保護作用を試験
した。即ち、約１０ｇの毛束を精秤したのち、０．５ｇのサンプルを５０ｍｌの４０℃の
お湯で希釈した溶液に１分間浸漬し、しかる後に取り出し、濾紙で軽くぬぐい、４０℃の
お湯５０ｍｌで３回浸漬して、デカンテーションし、これを４０℃で２４時間送風乾燥さ
せた。乾燥後再度精秤し、処置による質量の増加率（％）を求めた。結果を表２に示す。
これより、本発明のトリートメント化粧料で処理することにより、化粧料の吸着量が増加
し、トリートメント効果が向上することがわかる。
【００１８】
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【表２】

【００１９】
＜試験例２＞
試験例１で得た毛髪サンプルについて、カトーテック株式会社製の摩擦感テスターを用い
て、摩擦感を計測した。結果を表３に示す。これより、本発明のトリートメント化粧料の
処理により、より摩擦感が低下していることがわかる。
【００２０】

【表３】

【００２１】
＜試験例３＞
試験例１で得た毛髪サンプルについて、引っ張り試験機（株式会社エー・アンド・デイ製
ＳＴＡ－１１５０）で引っ張り試験を行い、髪の毛１本あたりの破断応力（ｇｆ）を求め
た。結果を表４に示す。これより、「リンス処理」を行うことにより、引っ張り強度が増
加し、特に、本発明のトリートメントの場合は顕著であることがわかる。
【００２２】
【表４】

【実施例２】
【００２３】
実施例１と同様に下記の処方に従って、本発明のトリートメント化粧料である、トリート
メント化粧料２を作成した。このものは、試験例１の評価では、２．６％の質量増加率を
観察し、試験例２の評価では２．８７ＭＩＵの摩擦感を観察し、試験例３の評価では、１
２．３±２．２ｇｆを観察した。摩擦感の低下ができることから、ジメチコンを含有する
形態が好ましいことがわかる。
【００２４】
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【表５】

【００２５】
実施例１と同様に下記の処方に従って、トリートメント化粧料である比較例３を作成した
。このものは、試験例１の評価では、２．７％の質量増加率を観察し、試験例２の評価で
は２．８４ＭＩＵの摩擦感を観察し、試験例３の評価では、１２．１±１．８ｇｆを観察
した。摩擦感の低下ができることから、アミノ変性ジメチコンを含有する形態が好ましい
ことがわかる。
【００２６】
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【表６】

【実施例３】
【００２７】
実施例１と同様に下記の処方に従って、本発明のトリートメント化粧料である、トリート
メント化粧料４を作成した。このものは、試験例１の評価では、２．９％の質量増加率を
観察し、試験例２の評価では２．７８ＭＩＵの摩擦感を観察し、試験例３の評価では、１
２．６±２．５ｇｆを観察した。カチオン界面活性剤が二鎖型のものでも同様の効果を奏
することがわかる。
【００２８】
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【表７】

【産業上の利用可能性】
【００２９】
本発明は、毛髪のリンスに用いるトリートメント化粧料に応用できる。
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